
『語 用 論 研 究1第7号(2005年)PP.109-122

@2005年 目本 語 用 論 学 会

[シ ンポ ジ ウ ム]「 ジェンダーと語用論」一記号論 ・エ スノメソ ドロジー ・批判的談話分析 からの提言一

言 語 イ デ オ ロギ ー と して の 「女 こ とば」

中 村 桃 子

一般に、「女ことば」とは、女が使っている言葉づかいであり、男女が異なる言葉づかいを

してきたか ら 「女ことば」が自然に成立 した と考えられている。 しかし、近年実際の場面で

用いられる言葉づかいの分析が広 く行われるようにな り、女 も様々な要因を考慮 して多様に

異なる言葉づかいをしていることが明らかになってきた。女だからといって、その言葉づか

いに共通の特徴を見出すことはで きないのである。では、多様に異なる女の言葉づかい と一

つの 「女ことば」 というカテゴリーの聞の矛盾はどのように説明したらよいのだろうか。以

下では、「女ことば」に対する二つのアプローチを比較検討 し、「女ことば」 を歴史的に構築

された言語イデオロギーとみなす考え方を提案す る。分析では、明治 ・大正 ・戦中期におけ

る言語イデオロギーの変遷を概観することで、「女ことば」が女性国民のアイデンティティを

ことばの側面から作 り上げる政治的働 きを果したことを示したい。

1.本 質主義 ・進化論的アプローチとその問題点

「女ことば」に関する研究は大 きく二つに区別することができる。ひとつは、「女ことば」

を、女に共通する本質的特徴から自然に進化 した非政治的概念 として研究するアプローチで

ある。本稿では、これを 「本質主義 ・進化論的アプローチ」 と呼ぶ。 もうひとつは、「女 こと

ば」を、女が実際に使ってきた言葉づかいではな く、特定の政治状況に呼応する形で歴史的

に構築されて きた言語イデオロギーとして研 究するアプローチである。本稿では、これ を
トf-「 構築主義

・イデオロギー的アプローチ」 と呼ぶ。

本質主義 ・進化論的アプローチは、「女ことば」は女が用いている言葉づかいであ り、女が

実際に男 と異なる言葉づかいをしてきたから自然に成立したカテゴリーだと考える、つまり、

女の言語実践 と 「女ことば」概念 を直接結びつけるアプローチである。このアプローチはr

さらに次のような二つの主張を導き出す。

第一に、このアプローチでは、過去か ら現在 までの女の言語実践が継続 して、進化論的に

「女ことば」に結実したとみなされるため、女ことばの 「起源」が取 り上げられる。その場合
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に、 しばしば引き合いに出されるのが室町時代に宮中の女房が使 った女房詞と江戸時代に遊

女が使 った遊女言葉である(ldeandTerada199$,Ide2003)。 一般の女たちが女房詞や遊女

言葉を使うようになったことが 「女 ことば」の起源だとみなされる。(杉 本1998)し かし、

ナカムラ(2003)は 、女房詞が男にも普及 しただけでな く、町人や下女は女でも女房詞を使

いたがらなかったことを示 している。男 も使い、女でも使わない人がいた女房詞が、なぜ

「女ことば」になったのだろうか。さらにr以 下で見るように、女房詞を 「女ことば」 と結び

付 けて論 じるようになったのは菊澤(1929)が 最初である。つまり、女房詞は戦中期に 「女

ことば」の起源 として発見 されたのである。宮中で用い られた女房詞が持ち出されたのは

「女ことば」を天皇制 日本の伝統にするためである。 日本の侵略を正当化するために日本文化

の優位 を喧伝する必要のあった戦中期に、「女ことば」が天皇制日本の伝統 として再定義され

たのである(Naka皿ura2004)。

第二に、このアプローチでは、女が実際に男 と異なる言葉づかいをしてきたことが前提 と

なるため、言語的性差は言語実践の中に観察 されると考えられる。あらかじめ男女に分けた

集団の言語実践 を比較すれば何 らかの 「性差」は観察されるだろうが、それでは性差の理由

を説明することができない。その場合 しばしば行われるのは、言語的性差は、女の言語実践

が 「女性の感性に基づ く生理的要因に根 ざしている」(堀 井1993:101)か ら現れるのだ、とい

う本質主義的な説明である。 しかしなが ら、近年急速に発展 している談話分析では、女の言

語実践が、年齢、家族関係、上下関係、世代、学歴、職場の役割、職業、居住地、性的志向

によって異なるうえ、同一人物が場面のあらたま り度、相手 との上下 ・親疎関係によって言

葉 を使い分けていることが指摘 されている。これほど多様に異なる言語実践から性差だけを

取 り出すことは無意味である。 さらに、多様に変化する言語実践から 「女 ことば」という単

一のカテゴリーが自然 に生 まれたとは考えられなv㌔ 女の言語実践 と 「女ことば」を区別し、

「女ことば」は女の言語実践とは別の次元で形成されたと考えなければ説明がつかない。

2構 築主義 ・イデオロギー的アプローチ

一 方
、構 築 主義 ・イ デ オ ロギ ー 的 ア プ ロ ーチ は、 「女 こ とば 」 を、歴 史 的 に構 築 され た 「言

語 イ デ オ ロギ ー」 つ ま り、 「社 会 ・言語 関係 に 関 す る、倫 理 ・政 治 的価 値 を伴 っ た文 化 的 信 念

の体 系 」(lrvine1990:255)だ と考 え る(中 村2001,Inoue20Q4)。 こ の アプ ロー チ は 、 まず1

女 の言 語 実 践 と 「女 こ と ば」 概 念 を 区 別 す る。 「女 こ と ば」 を 「現 実 で は な く理 念 、 つ ま り、

実 際 の言 葉 づ か いが 様 々 な程 度 で参 考 に す る抽 象 的 な規 範 」(Milroy&Milroylg85:23)と 捉

え るの で あ る。 こ の ア プ ロー チ は 、 女 も(男 も)様 々 な 要 因 を考 慮 して常 に多 様 な 言 葉 づ か

い を して きた と考 え る点 で本 質 主 義 を否定 す る。 さ らに、 「言 語 イ デ オ ロギ ー 」 とい う用 語 に

は、 単 に抽 象 的規 範 とい う意 味 だ け で は な く、 特 定 の 時代 ・集 団 の言 語 実 践 を 支 配 す る政 治
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的働きを持つという意味が込め られている.

構築主義 ・イデオロギー的アプローチは以下の三つの主張に特徴付けられる。第一に、こ

のアプローチは、「女ことば」を女の言語実践から直接形成されたものとはみなさず、むしろ、

女の言葉づかいに 「ついて語る」ディスコースによって歴史的に構築されたと考える。「女こ

とば」を構築してきたディスコースは、大 きく二つに区別することができる。ひとつは、作

法本、教科書、辞書、文法書、識者の論評などの 「言葉の使い方について語るディスコース」

(メタプラグマティクス)で ある。メタプラグマティクスは、女の言葉づかいを評価 し、批判

し、規範を与えることで、特定の言語要素を 「女ことば」 としてまとめ上げる。 もうひとつ

は、小説、映画、 ドラマ、漫画などのフィクションの登場人物が用いる言葉づかいである。

女の登場人物が特定の言語要素を繰 り返 し使 うことにより、その言語要素が女性性 と結びつ

いてくる(金 水2003)。

第二に、このアプローチでは、過去か ら現在 まで女も(男 も)様 々な要因を考慮 して多様

に変化する言葉づかいをしてきたと考える。女も常に 「女である」ことを示すためだけに言

語実践を行っているわけでもないし、「女だか ら」特定の言語実践を行うわけでもない。よっ

て、様々な異な りを見せる言語実践の中で言語的性差だけを直接見出すことは出来ない。

第三に、このアプローチは、「女 ことば」イデオロギー と女の言語実践を区別した上で、関

係付けることにより、女の言語実践の多様性を 「女ことば」の規範に対する話 し手の多様な

対応として説明付ける(中 村1995,242,Nakamura2002)。 つまり、「女ことば」を 「女の

特質 ・生理」から開放 し、男女 ともが利用できる言語資源として捉え直すのである。同時に、

「女ことば」は、「何が女 らしい言葉づかいか」 という規範を示すことによって言語実践を制

限する。「女 ことば」の資源をどのように利用 し、「女ことば」の制限にどのように従う(あ

るいは、従わない)か によって、言語実践は多様に変化する。このアプローチによれば、「女

ことば」の成立を明 らかにするためには、女の言葉づかいに 「ついて語る」ディスコースや

フィクシ ョンの言葉づかいによって構築された言語イデオロギーを、特定の時代 ・空間にお

ける政治的イデオロギーとの関係で分析することが必要になる。

以下では、明治 ・大正 ・戦中期のジェンダーに関わる言語イデオロギーの変遷 を分析 し、

言語イデオロギーが特定の時代 ・空間の国家 ・国民に関わる政治的イデオロギーと密接に関
L‥一 連 していることを示す

。特に女性国民の役割が近代化 を目指 した明治期から総動員体制の戦

中期に大 きく変化 したのに平行するように、ジェンダーに関わる言語イデオロギーも変化 し

たことを明らかにする。これまでは1「 なぜ 日本語 には女 ことばがあるのか」 という問いに対

して、「それは女の言葉づかいが女に共通 した本質を反映しているからだ」 という答 しかなか

った。本稿では、「それは女性国民のアイデンティティを制御するために女に関わる言語イデ

オロギーが利用 されてきたためだ」という分析可能な説明を提示することでr構 築主義 ・イ

デオロギー的アプローチの有効性を示 したい。
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3「 女 らしい話 し方」 と 「男の国語」 明治期の性別化された言語イデオロギー

(1)「 女 らしい話 し方」 明治期女訓書

江戸期 に読み書 きの教科書 として膨大な数普及した女訓書は、儒教の四行のひとつである

婦言に基づいて繰 り返 し多言を戒めている。明治 ・大正期の女訓書の多 くも、話し方につい

ては江戸期 とほとんど同様 の規範 を述べている。たとえば、女大学系の女訓書では、江戸期

と全 く同じ教訓が繰 り返されている。「女訓』(石 川1977[1874]:97)は 「女は言語多 きものな

れば、慎みていらざることは云 うべからず」。「近世女大学』(石川1977[1874]:111)は 「女子

は、挨拶 ・言葉遣い ・立居振舞など、総て温和にして愛敬あるべ し」。「言葉を慎みて、多 く

すべか らず」は、 『文明論女大学』(石 川 ユ977[1876]:137)、 『改正女大学』(石 川1973

[1880]:343)、 『新撰増補女大学』(石 川1973[1880]:331)で 繰 り返されている。『新撰女大学』

(石川1973[1882]:356-7)に は、「婦人の辞遣いは、おとなしくしとやかに、耳立たぬを善し

とす。…多言の婦人は七去の中に入 りたれば、本心に畏れて無用の口は開くべからず。」とあ

る。福沢諭吉 「女大学評論 ・新女大学』(石 川1977[1899]:228)に も 「『言語を慎みて多 くす

可か らず』 とは、寡黙を守れとの意味ならん。…愚者の多言、固より厭う可 し。況して婦人

は静かにして奥ゆか しきこそ、頼母 しけれ。」 とある。女の言葉づかいを女らしさの表現 とみ

なして規範を与える言説が長期間語 られたことで、「女 らしい話 し方」の規範が社会的に意味

のあるカテゴリーになった。

しか し、明治期女訓書の教訓は二つの点で江戸期 とは異なっている。一つは、江戸期の教

訓が 「家」の嫁 ・妻の規範的話 し方だったのに比べて、明治期は天皇の臣民としての 「女性

国民」の規範的話 し方に変化 した点である。『文明論女大学』(石 川1977[1876]:135)に は

「我が 日本帝国の婦人女子は、男子と同 じく日本帝国の人民の権利を有するものにして、日本

帝国に報ずる義務を存するものな り。婦人女子を以て、みずから軽んじr国 民の務めを外に

すべからざるなり。」 とある。二つ目は、日清戦争後、国家への貢献が女にも求められるに従

い、単に 「女は話すな」 という規範を示すのではなく、女の沈黙に対する批判が生まれた点

である。福沢は 「唯一概に寡黙 を守れとのみ教うるときは、 自ずから亦弊害なきに非ず。婦

人の既に年頃に達 したる者が、」挨拶や病気の容体 さえろ くに伝えられない、 と嘆いている

'一(石 川1977[1899]
:228)。江戸 と明治の女訓書の大 きな違いは、江戸期にはひたす ら妻 ・嫁 と

して家に従うことを求めたのに対 して、明治期には国家的視点から次代の国民 を教育する良

妻賢母を求めるように変化した点にある(小 山1991:33-34)。 良妻賢母の規範 としての 「女 ら

しい話 し方」の創生は、女が 「家の嫁」か ら 「女性国民」へ変換される過程 をことばの側面

から促 したと言える。しか し、江戸期か ら継続 して女の言葉づかいはあくまでも支配の対象

として概念化 されていた。
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(2}「 男の国語」の創生 明治期言文一致論争

一方、明治期には 「国語」 というイデオロギーが、「国家」「国民」 と並んで社会的に作 り

上げられたことが指摘されている。(イ1996,安 田1997r長1998)「 国語」の創生に大きな役

割を果たしたのが、言文一致運動 と 「標準語」の制定である。「国語」の創生はr単 に知識の

受容 と普及 という実用の目的だけでなく、国家 ・国勢 ・国運に関わる急務と捉えられていた。

さらに、「国語」理念を具現するために求められたのが 「標準語」であり、「教育ある東京人

の話すことぱ」を標準語 とすることが主張された。(上 田1964[1895]:506)社 会階層や地域に

よる言葉づかいの違いが大いに議論された。しか し1長 期にわたる言文一致論争においても、

男女の言葉づかいの違いに関する発言がほ とんど見られない。 もし、ひとつの 「国語」を共

有することが国家 ・国民の形成にそれほど重要であるのならば、なぜ ことばの性差が問題に

ならなかったのだろうか。

その理由は、「国語」が当初か ら 「男の国語」 として想定されていたからである。最初に標

準語の基準が男の言語であることを明言 したのは、岡野(1964[1902]:510)の 「斯 く差違あ

る言語中の、言文一致の採るべ き標準語は執れな りやと言へば、比東京の各社会一般に通用

する言語、即ち中流社会の男工 の言語を採るのである」である。女には女訓書に従った 「女

らしい話し方」を求め、他方で、「男の国語」の創生を希求する。この傾向を端的に表現 して

いるのが大槻(1905:17)で ある。ここでも女学校での講話にもかかわらず、 ことばの性差は

全 く言及されていない。女の言葉については、「婦人の言葉は其人の品格にか ・はるから女の

言葉遣ひは慎まねばなりませぬ」 と1女 訓書の言説を繰 り返している。ところが、標準語制

定については、「そこで日本の話言葉を一つにしようといふには目安言葉(標 準語)を 定めね

ばならぬ 目安言葉とするには田舎の言葉は採 られぬ都の言葉でなければなるまい都 といへば

東京か西京かであるが西京言葉は女にはよいけれども男には弱く聞こえていけない」 と、「国

語」の話 し手には男が想定されていたことを露呈している。言文一致論争に性差についての

言及がないのは、「国語」が 「男の国語」 として概念化されたていたからである。「国語」 に

はジェンダーがあった。

「男の国語」イデオロギーは、標準語の普及のために多数出版された口語文典や国語読本

によって具体的な言語要素 と結び付 くことでさらに具現化 された。ナカムラ(2005)は 、明

治期の口語文典と国語読本において標準語 として採用された言語要素を分析 している。書生

言葉を含む男 と結び付いた言語要素の多 くは文典と読本の両方に国語 として採用されてお り、

特に 「キミ ・ボク」などの人称代名詞や文末詞の 「ゾ ・ゼ」は 「男子の用語」 という注意書

きなしに正当な国語 として列挙 されている。一方、女房詞や 「アタシ ・アタイ」などの人称

代名詞はごく少数の文法書に言及されているだけで、 しかも 「女子の用語」 という注意書 き

を伴っているために国語の例外 として言及されている。さらに、「テヨ'ダ ワ ・ノヨ」などの

女学生言葉の言語要素にいたっては、文典にも読本にも全 く採用されていない。
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書生言葉と女学生言葉はどちらも 「教育ある東京人」の言葉づかいであるという点で 「国

語」 として承認される可能性があった。 しか し、女学生言葉 は口語文典や国語読本か ら排除

されただけではなく、はげしく批判され続けた。紅葉は、「てよ ・だわ ・のよ」は 「旧幕の頃

青山に住める御家人の(身 分いやしき)娘 」(尾 崎1994[1888]:5)が 使っていたとし、「令嬢

妻君の言葉」(ユ896:14S)も 、「山の手辺の下等社会 より其の界隈のお屋敷へ伝播した」 と述

べている。「ハガキ集」(1902)は 、「「イーコ トヨ」「キイテヨ」「シラナクテヨ」等野卑なる

言語は将来廿世紀の賢母良妻た らん人には苦々しき次第」と批判。「女学生 と言語」(1905)

は、近年女学が勃興 し 「下流社会の子女」が多数女学校に入学するようになったため、「所謂

お店の娘小児が用ゆる言語が女学生間に用 ひらるる」 と述べ、竹内 口907:24-6)は 、「アタ

イだの、否 ヨだの云ふ言葉は、あれは元来芸者屋の言葉」だと断定 している。これらの批判

は、女学生言葉 を永遠 に承認されることのない 「国語」の外に押 し出しつづけたのである。

「女 らしい話 し方」と 「男の国語」は、全 く異なる領域で語 られることにより性別化され

ていた。「女 らしい話 し方」は、もっぱら礼儀作法の言説で語られることで、女性国民の規範

としてカテゴリー化 されている。一方、「男の国語」は、学問 ・政治 ・文学的言説で語られる

ことで、国策や国力 と不可分の国家的重要課題としてカテゴリー化 されている。

なぜ時代 は、「女 らしい話 し方」 と 「男の国語」という性別化 された言語イデオロギーを作

り出 したのだろうか。近代国家建設に乗 り出した明治政府は、人々を国家の労働力 ・兵力と

なる 「国民」 として統合する必要に直面 した。女にも国民 として国家に貢献する能力が期待

されるようになった。 しかし、女が自立 して国家による統御を否定する危険を回避するには、

女子国民の役割を男子国民の扶助 と次代の国民の育成という妻 ・母役割に制限しなければな

らない。(若桑2001)さ らに、男性国民を純化させるためには、「他者」としての女性国民の

創出が不可欠だった。久米(1997:207-8)は 、「内部の他者」 としての女の創出を 「否定的媒

介項 として、中心 となる 「われわれ』=日 本人男子の純度 ・一体感はさらに高められ」たと

主張 している。女 を内なる他者 として括 り出すことが、純化された男性国民の創出を促 した。

ここに、「国民化」の過程は 「国家の第一の担い手としての男」 と、その男と決して競合しな

い 「第二の担い手 としての女」を分ける性別化の過程 となった。(金井1997:312)近 代国家の

建設は 「性別化 された国民化」によって達成されたのであ り、「女 らしい話し方」と 「男の国

一 一 語」 という性別化された言語イデオロギーはことばの側面か ら 「国民の性別化」を促進 した

のである。

4戦 中期における 「女 ことば」の創生

軍事体制は、それまで 「国民」の外に くくられていた女 も戦争に貢献す ることを求めた。

政府は、婦人団体の統合、女性指導者の政府委員への重用などを通 して、国民の半分である
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女も 「皇国臣民」 として教化 して行った。1942年 には、愛国婦人会と大日本国防婦人会が統

合 され、二〇歳以上のすべての日本婦人が 「皇国の御為に御奉公する」ことを目的 とした大

日本婦人会が設立された。(鈴 木1986,1997:19-20)ま た、1937年 に吉岡弥生(東 京女子医大

創立者)を 教育審議会委員に任命 したのをかわきりに、大要コタカ(大 要女子大創立者)、井

上秀子(日 本女子大校長)、村岡花子(作 家)な ど婦人指導者が次々に公職に任命された(鈴

木1956,1997:17-19)o

しかし、総動員体制においても、女には男 と異なる 「二流国民」 としての役割が期待 され

た。女の第一の役割は、子供を産み育て、兵士 として喜んで天皇に差 し出す 「軍国の母」で

ある。第二は、軍需産業 ・従軍看護婦 ・家庭 内労働 を始めとする補助的労働力の奉仕者であ

る。第三は、女性指導者に割 り当てられた戦争応援者の役割である。若桑(1995,2000:22)

は、戦争と家父長制が共生関係にあることを指摘 し、戦時に女に割 り当てられた役割は 「伝

統的な家父長制度のもとでの女性役割 を強制的におこなわせたものであるにすぎない」と指

摘 している。戦時においてこそ、家父長制は死守されなければならなかったのである。

総動員体制は、言語の側面か らも女 を二流国民として分離 したまま国民化することを求め

た。女を 「皇国臣民」 として戦争に動員するには、女の言語 も 「男の国語」 に取 り込まねば

ならない。しか し、女の言語を男の言語と同等にしてはならない。女を二流国民のまま皇国

臣民にするには、「国語」の中にも性別を作 り出すことによって、女の言語を 「国語」の例外

にしてお く必要があった。女の言葉づかいを、性別化を保持 したまま 「国語」に取 り込むと

いう企ては、どのように達成 されたのだろうか。

(1)「 国語」の例外 としての 「女ことば」 口語文法書

1明 治期の口語文典や国語読本は、書生言葉を始めとする男 と結びついた言語要素を積極的

に採用する一方で、女学生言葉など女 と結びついた言語要素 を排除した。 しか し、戦中期の

口語文法書は、男と結び付いた言語要素を標準口語の基準 としながら例外として積極的に女

と結び付いた言語要素に言及し、性差を強調するという二つの変化を示している。

松下(1924:625)は 、終助詞の 「わ」 について、「『は』は=魑 は他人に対 してその当

然なることを指示するのであるが婦人語では 『は』を重 く発音してその事を他人の感情に訴
一̀'

へ る意 に な る。」 と述 べr三 尾(1995[1942]:403)は 『話 言 葉 の 文 法 』 に 「女 言 葉 」 とい う章

を設 定 した 理 由 につ い て 「これ ま で述 べ て きた なか に も、 女 言 葉 につ い てす こ しは触 れ て き

ま したが 、男 の つ か ふ 言 葉 を標 準 と した 一 力言 に つ い て 述 べ て き ま した の で 、 女 言 葉

に はあ て は ま らない 部 分 も い く らか」 あ っ た か ら、 と して い る。 こ こで 「一 般 の語 」 「一 般 的

な言 葉 」 と呼 ば れ て い る の は男 の言 語 で あ る。 こ れ らの 文 法 書 は、 口語 文 法 の基 準 をあ くま

で 男 の 言 語 と した上 で 、 女 の 言 語 に は例 外 と して言 及 して い る の で あ る。

性 差 に最 も詳 し く言 及 し て い る の は、 藤 原(1944:1$,40,110)で あ る。 「君 ・僕 ・俺 」 は
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「男子の用語」、「男子が 『熱いわねえ』などとは言わない。『わ』 といふ文末如詞は、…女子

の使 うものだか らであるe」発問の 「か」 も、「男子は 『君、今日は水曜日か。』女子は 『今日

は水曜日7』」 と例を挙げ、「女子は 『か」を添えないで言ふ。」と説明。岩井(1944:17,ユ50-1)

も、「『ぼく』は大体知識階級の男子の特殊語」、終助詞 「わ」は 「婦人専用の助詞」、「わい」

は 「男子の用語」、「ぞ」「ぜ」は 「多 く青年男子が用いる」 と性差 を強調 している。

性差を強調す るために多数採用されたのが、明治期 「女学生言葉」として批判された 「テ

ヨ ・ダワ ・ノヨ ・コト」などの文末詞である。永田(1935:94-5)は 「テヨ、ワ、コ ト」、保科

(1936:224)は 「ワヨ、ノヨ、ワ」、佐久間(1940:78)は 「コト」1三尾(1995[1942]:405)は

「テヨ」、石黒(1943:235)は 「コト、ノヨ」を批判することなく標準口語として挙げている。

なぜ 「女学生言葉」 は戦中期に標準口語になったのだろうか。口語文法書が採用 している

のは、女の中でも 「教育ある東京人のことば」 という標準語の定義を満たす女子学生の言葉

づかいである。 しかも、女子学生が使 う男 ことばは採用 していない。保科(1836:225)は 、

「近来学生の用いる人代名詞 「君』や 「僕』を、女学生の間でも用いるものがあるようですが1

これは一種の変態であ りまして、わが国においては、男子と女子 との間に、その用法が厳重

に区別 されているのが常例であ ります」 と述べ、木枝(193:85)は 、「僕」は 「絶対に女子

のつかふべ き言葉ではありません。若 し若い女子が 『僕』 とか 「君』とかつかったとしたら、

…さういふ女子は日本の女子ではないと言はなければなりません」 とまで述べている。つま

り文法書は、女の中か ら 「教育ある東京人」である女学生を選び、女学生言葉の中でも、性

別を強化する言語要素は採用 し、性別を越境する言語要素は批判しているのである。これは、

文法書における女学生言葉の採用の目的が、標準語における性別の構築であったことを示 し

ている。

言葉づかいの性別を最 も重要視 したのは、軍事政府であった。太平洋戦争を開始 した昭和

十六年(1941)、 文部省は、国民の礼儀作法を記 した 『礼法要項」を発行 し、「五 言葉遣ひ」

の章では、上下の区別 と並んで性別を強調 している。『礼法要項解説』(礼 法研究会1941:58-

66)に よれば、敬語については、「男子が遣ふ敬語 と、女子のつかふ敬語とは違ってゐるもの

もあるか ら、よく心得て用ひるがよい」、自称については、「『吾輩』や 「吾々』『僕』は、用

法に注意 しなければならない。殊 にこれは女子の使ふ言葉ではない」、他称については、「目

`・ゴ 下の者には
、男ならば 「キミ』、女ならば 「あなた』、『おまへさん』などを用ひた方が、やさ

しみがある」、返答については、「「うん』、『あ 刈 は余程親 しい同志か、目下の者にしか用ひ

てはならなv㌔ 婦人は絶対に用ふべ きでない」rつ まり、「凡て男子は男子らしく、女子は女

子 らしい言葉を用ひる」ことを主張 して、女性国民と男性国民の違いを言葉の面か らも徹底

させている。

言葉の性別化がこれほ ど重要だと考えられたのは、軍事政府がことばの側面か らも性別を

維持する重要性を認識していたからだろう。「女性の言葉の力はかやうな時代に於て、兵隊の

一 ユ16一



言語 イデオロギー としての 「女 ことば」

厳粛な簡潔な決意と責任の言葉 と共に、愛 と慰籍 と親和の言葉 として、戦うものの団結を強

め協同の心を高めるのである。」(長 尾1943:131)こ こでは、女の言語が兵隊の言語と対比さ

れて、両者が車の両輪のように戦時体制を支えるもの として概念化 されている。国家総動員

体制の中で女に 「銃後の守 り」が期待されたように、女の言語には 「愛 と慰籍と親和」の役

割があてがわれている。

標準口語文法書が積極的に女の言葉づかいに言及したことにより、女の言葉づかいが1「婦

人語」 ・ 「女性語」 ・ 「女 ことば」としては じめて 「国語」 の中に位置付けられた。それは

ちょうど、戦中期に婦人団体の活動の中で女たちがはじめて社会活動に参加 し、女性指導者

が政府委員に重用された事実と重なる。 しか し、それは女の言葉づかいを正統な 「標準語=

国語」 として認めるのではな く、例外 として 「国語」の周縁に位置付ける取 り上げ方であっ

た。これら文法書における周縁化 と性別化の言説群が、「女の言葉づかい」を性別化 したまま

「国語」に取 り入れるという企てを達成 したのである。国語の文法の中に性別が取 り込まれ、

「国語には女ことばがある」 という認識が確立 した。

■一ー一・1

(2)天 皇制国家の伝統としての 「女ことば」

さらにこの時期、「女 ことば」の起源は女房詞と敬語にあるという主張が発生する。女房詞

と女こ とばを初めて結 び付けて考察 したのが菊澤(1929)で ある(鷲2000:20)。 菊澤

(1929:67)は 、女房詞の特徴 として 「丁寧な言葉遣をすること」、「上品な言葉を用いること」、

「腕的な言葉」、「ぎこちない漢語 を避 ける」の四つを挙げている。そして菊澤以降 「女こと

ば」の起源を女房詞 とし、女房詞の特徴 を、すなわち 「女ことば」の特徴 とみなす傾向が繰

り返されて行 く。保科(1936:228-g}も 、「一体婦人の言葉は男子に比較すると、一般にやさ

しいのが特徴であ りますか ら、敬語の意味でなくとも、なるべ く上品 ・丁寧 な言葉を用いよ

うと心掛けます。その関係から、何事 も直接にあか らさまに言いあ らわさない習慣が生 じ、

それが上品で奥ゆかしい感 じを与 えるのでありますO… 明治時代までは、婦人の間には生硬

なむずかしい漢語が用いられませんでした」と菊澤の主張を繰 り返 している。一方、「女 こと

ば」と敬語の起源の同一性 を主張 したのが、金田一(1942:296)で ある。「婦人語の特徴 は、

敬語の多いことであ り、敬語の発達は、婦人語の発生 と切っても切れない縁があるのであるD

故に敬語の起源を考へることは、婦人語の起源を考へることである。」

なぜ戦時中に、女房詞 と敬語が 「女ことば」の起源 として言及されたのだろうか。この間

に答えるために、女房詞や敬語が どのようなものとして語 られていたのか見てみよう。まず、

女房詞については、宮中から発生 したという理由から、天皇制国家の伝統 とする主張が多 く

見 られる。長尾(1943:30)は 、「〔女房詞が〕禁裏、仙洞に発 して、将軍家大奥を経て、今 日

の我々の 日常にも生活 してゐることは、長き尊 き国語の伝統,,,皇 国の美と高貴に見える伝

統である。」 と述べている。次に、敬語については、世界 に誇るべ き日本語の優位の象徴 とし

－ll7一



語用論研究 第7号

ての位置付けが見 られる。廣幸(191:448)は 、「特に我が国語が…敬語法に富んでいること

は実に諸外国語に対する我が国語の一大特色である。」と主張 している。「天皇制国家の伝統

を継承 した女房詞」や 「国語の優位の象徴である敬語」が女 ことばの起源として持ち出され

たのは 「女 ことば」という概念 を日本が古 くか ら保ってきた伝統 とするためではないだろう

か 。 「伝 統 とい う もの は常 に歴 史 的 に つ じつ まの あ う過 去 と連 続 性 を築 い て 」

(Hvbsbaumlg83:1)創 り出される。女房詞や敬語を起源 とすることで、「女ことば」は日本

の伝統 になったのである。

これに加 えて、「女ことば」は日本語のみに見られる特徴であり、これが 日本語の優位、ひ

いては、日本の優位 を示 しているとする主張が発生する。「この、、男の話す言葉と女の話す言

葉 と違 うと云 うことは、ひとり日本の口語のみが有する長所であ りまして、多分 日本以外の

どこの国語にも類例がないであ りましょう。」(谷 崎1934:157)「 日本の女性語も正 しく、日本

婦人道と関聯する世界希有の事實ではないか と思われる。」(金 田一1942:293)「 〔女性語は〕

日本語の もつ美 しさの一つであ り、他の国語の追従をゆるさない。」(石 黒1943:236)

「女 ことば」が天皇性国家の伝統 ・優位の象徴に祭 り上げられると、女性国民には国語の

守護者 として戦時体制に協力することが期待された。「現代 も将来も女性の言語よりの寄与は、

殊に我邦の場合において重要視 されるのである。」(新 村1938:96)

::(1942:309)は 、P人 前の日本婦人 となるのには、何はともあれ、この傳統的な日

本婦人語、世界に類の無い精妙な敬語法をまつ身につけ 〔る〕べ きである」と、「婦人語」の

習得 を女性国民の第一の条件としている。「時代の日本の国民 と共 に時代の国語は婦人の手に

よって守 り育てられる。」(石黒1943:280)「 国語の美を体得し、国語 を愛護 し、国語を育てた

のが、我が女性の系譜であった。」(長尾 ユ943:58)

女性国民には、国語を守るだけではな く子供に正 しい国語を指導する役割も含まれる。「家

庭教育振興に関する文部大臣訓令」(1930)は 、「家庭教育ハ固ヨリ父母共二其ノ責二任ズベ

キモノナリト錐特二婦人ノ責任重且大ナルモノアリ」(三 井1977:665)と 家庭教育における女

の責任を強調。新村(1972[1942]:379)は 、「家庭にあつては母親 とか姉とかいふものが、息、

娘、弟、妹に対 して…急所急所を抑へて訓練するといふことがあつてほしいと思ひます」 とr

女(母 親や姉〕に正 しい言葉づかいの手本になるよう要請。石黒(1943:277)も 、「女性のこ

とばの美 しさ、正 しさはr国 語の半分を美 しく、正しくすることにかかはつてゐるばか りか、

つぎの時代の國語をさうす ることは、實に婦人の責務である」 と、自らも 「正 しい」国語を

話 し、子供にも 「正 しい」国語 を教育することが女性国民の責務だと主張 した。女性国民に

天皇制国家の伝統である 「国語」の守護者 としての役割が求められたことにより、女にとっ

て、言葉づかいが 「国民」と 「非国民」を区別する指標となった。

このように 「女ことば」を天皇制国家の伝統、他に類を見ない特徴 として賞賛する意図は

明らかである。国語の優位は国家の優位である。「大東亜共栄圏」構想を打ち出して東アジア
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を侵略 していた日本に とって、国語の優位を謳うことは、侵略 を正当化することでもある。

「すべて優秀なる国民の言語が、一般に強大な感化力を有するものであるから、共栄圏の盟主

たる日本の言語が、当然その資格を具備 している」(保科 ユ942:199)の である。優位な国語を

持つ優位な国家の植民地支配が正当化された。その過程で、 日本語の優位を裏付けるために

最大限に利用 されたのが 「女ことば」である。 この時期 「女 ことば」が賞賛されたのは、 日

本の戦時体制を維持し侵略を正当化するためだったのではないだろうか。

地域語や低い階層の言葉づかいが 「国語」から排 除されたのにrな ぜ 「女ことば」は 「国

語」の内部に位置付けられ賞賛されたのだろうか。若桑(1995,900:57)は 、人種差別 と性差

別の根本的相違について、「ナチス ・ドイツの例にあきらかなように、かれらは、ユ ダヤ人を

絶滅 しようとしたようには、女性 を絶滅す ることはできなかった。もしそうすれば自分の属

する人種 自体が滅亡するであろう。肝要なことは、絶滅せずに自分たちの下に、ある場所に

囲い込み、特定の任務につかせ ることである」と指摘 している。次代の労働力 と兵力を再生

産することが出来るのは女だけである。そのために、女性国民の創生において重要なことは、

「絶滅せずに自分たちの下に、ある場所に囲い込み、特定の任務につかせること」である。こ

れが学問的言説が女の言葉づかいを排除するどころか、積極的に記述 し始めた理由である。

女の言葉づかいは、絶滅せずに 「国語」の下に囲い込まれr天 皇制国家の伝統の継承 という

特定の任務を与えられた。国語の例外 としての 「女 ことば」は、ことばの側面か ら女の戦争

役割を支えたのである。

5ま とめ

以上の分析は、明治 ・大正期か ら戦 中期にかけての言語イデオロギーの変化が、女性国民

に求められるアイデンティティの変化に呼応 していることを示 している。「国語」イデオロギ

ーと女に結び付いた言語イデオロギーの関係が変化したのは、言語イデオロギーが政治的イ

デオロギーと互いに補強 し合 う関係 にあったからである。女の言葉づかいに関する言語イデ

オロギーは、明治期の国民の性別化 と戦中期の女性の国民化 という政治的要請をことばの側

面から補強した。さらに、「女ことば」イデオロギーの構築には、国語学者や文法家などの言
` '-1語 の専門家が主要な役割を担

ったことも明 らかになった。

これらの分析の結果は、構築主義 ・イデオロギー的アプローチの有効性を示 している。構

築主義 ・イデオロギー的アプローチは、 どのようにして、誰によって、なぜ 「女 ことば」が

成立 したのかを明 らかにする。女 と結び付いた言語イデオロギーは、国民化 という政治的イ

デオロギーと互いに補強し合 う形で、文法書や国語教科書、言語学者の言説によって構築さ

れた。「女ことば」が戦中期に 「国語」の周縁に位置付けられたのは、戦争を促進 し侵略を正

当化する働 きが大 きかった。日本語に 「女ことば」があるのは、女の言葉づかいが女に共通
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した本質的特質を反映しているか らではな く、(「女ことば」 も含む)言 語イデオロギーが男

女双方の国民 アイデンティティの制御に用いられてきたからである。戦中期以降の 「女こと

ば」イデオロギーの変化については、特定の時代 ・空間における構築主義 ・イデオロギー的

研究がさらに必要 となる。
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